
 

 

「環境意識」「環境教育」「環境行動」については、人づくり・仕

組みづくりに関わる、各基本施策を貫く横断的要素として取組を進め

ます。 

 

 
 

 

計画の実効性を高めるため、市民、団体、事業

者、市、大学・教育機関など様々な主体が連携し

て取り組みます。 

環境審議会は、学識経験者や市民・事業者の代

表で構成され、環境の保全及び創造に関する基本

的事項を調査・審議します。市から計画の進み具

合の報告を受け、助言などを行います。 
 

 

ＰＤＣＡサイクル（Ｐｌａｎ(計画)-Ｄｏ(実施)-Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）-Ａｃｔｉｏｎ（改善））

による進行管理を行うとともに、環境像の実現に向けた継続的改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、茨木市環境基本条例の基本理念のもと、環境の保全及び創造に関する目標及び総合的かつ

長期的な施策大綱としてまとめたものです。 

令和７(2025)年度からの 10年間とし、令和 16(2034)年度を目標年次とします。 

茨木市に関わるみんなが協力して環境を守り創る「共創」の考え方のもと、市、市民、事業者、ＮＰＯな

ど多様な主体が協働して問題解決にあたります。 
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✔市による施策・事業の実施 

✔市民・事業者・市などの連
携による取組の実施 

✔モニタリング 

Ｄｏ 
（実施） 

Check 
（点検・評価） 

Action 
（改善） 

Plan 
（計画） 

✔市の施策の取組状況の把握 

✔市民・事業者の取組状況の
把握 

✔チェック内容を取組方
法や事業内容に反映 

✔必要に応じ取組や環境
指標の見直し 

✔計画の策定・改定 

環境審議会 

✔市民・事業者はプラットフ
ォームなどの機会を通じて
意見を述べ、改善策を提案 

市民 
事業者 

公表 
意見 
助言 

年次報告書
の報告 

✔環境審議会は外部の視点
から評価し計画や報告の
妥当性を確認 

この冊子は、環境に配慮した植物油イ

ンキを起用しています。200部作成し、

１部あたりの単価は○○○円です。 

再生紙 
マーク 

インク 

マーク 

出前講座 



 

令和 32(2050)年ゼロカーボン達成に向けて、気候変動による様々な影響に

対応していくため、脱炭素の取組を進めます。 

 

 

取り組むこと 

 ・脱炭素・省エネルギーの実践 

（デコ活：断熱住宅・ＺＥＨ化・ＺＥＢ化、省エネ家電の選択、

公共交通機関などでの移動、クールビズなど） 

 ・再生可能エネルギー（太陽光発電設備）・蓄電池の導入、環境負

荷の低い電力の選択。 

 ・脱炭素や気候変動に関する環境学習、防災意識の向上、気象災害

への備えの強化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの減量化、再資源化を進め、ごみ処理施設を安全で効率的に運転管理

し、サーキュラーエコノミーをめざします。 

 

 

 

取り組むこと 

 
・ごみの発生を減らす 

（マイバッグの使用、食品ロスの削減、レジ袋の削減、過剰包装

の自粛、エコプラスチックの使用など。）  
・資源として再利用する 

（ごみと資源物の分別、ごみ分別アプリの活用、小型家電など

の拠点回収や店頭回収の活用など）  

・災害廃棄物を適正に処理する 

 

 

 

 

 

 

ネイチャーポジティブ（自然再興）実現のため、多様な生きものがくらし、

みどり豊かな自然環境を創造する観点から、生物多様性の保全などに努めま

す。 

 

 

 

 

取り組むこと 

 
・エコ農産物や地元産食材の選択。  
・森林ボランティア活動や養成講座への参加、間伐材などの有効

活用。  
・生物多様性について学ぶ。 

・地域に生息・生育する生きものを大切にする。  
・外来生物を持ち込まない、移動しない、放たない。 

・ペット・園芸植物の適正管理｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

大気、水などの良好な状態を維持するとともに、市民一人ひとりのマナー

向上を図ることで、快適な生活環境を確保します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

取り組むこと 

 
・大気、水質、騒音の常時監視。 

 
 
・下水道または浄化槽排水設備への接続。  
・化学物質を取り扱う事業所による届出・管理計画書の作成・化

学物質の適正管理。  
・飼い犬登録、飼い主による犬糞の持ち帰りなど。  
・市内一斉清掃への参加。 

おにクル（ZEB Oriented） いばらき環境フェア（環境学習） 里山の風景 環境資源補完調査の様子 

環境騒音調査の様子 

ごみ分別アプリのアイコン 環境衛生センター 

市内一斉清掃 

ウェルビーイング 
「ウェルビーイング／高い生活の質」は、国

が第六次環境基本計画で掲げた最上位の目

的です。ウェルビーイング（Well-being）は、

well（よい）と being（状態）からなる言葉

です。ウェルビーイングは、個人や社会のよ

い状態であり、社会的、経済的、環境的な状

況により決定されます。 

カーボンニュートラル（炭素中立） 
温室効果ガスの「排出量」から植林などによる「吸収量」を差し

引いて、温室効果ガスの排出を合計で実質ゼロにすることです。 

サーキュラーエコノミー（循環経済） 
従来の３R(リデュース、リユース、リサイクル）の取組に加え、

これまで廃棄物とされていた製品や原材料などを新たな「資源」と

捉え、廃棄物を出すことなく資源を循環させる経済の仕組みです。 

 

ネイチャーポジティブ（自然再興） 

「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、

反転させる」ことを指します。 
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